
B案 汚水管を新たに新設し
裾野市の公共下水道につなげる

方法 現在使用している汚水管を県の基準に合わせて、 修繕する。

もしくは新たに下水管を新設する。 この費用は修繕もしくは新設する場合も市が負担する。

どちらかを選ぶかは、 市で決定する。 （費用が安い方法を選択。 住民には決定権はなし）

また、 新たに下水管を新設すると決まった場合には、 使わなくなった汚水管は住民側で

撤去等 （内部に充填物を詰めるなど） を行う必要がある。 マンホールの撤去も含まれる。

そのまま放置することは不可。

そのことが起因で道路の陥没や災害が起きた場合は、 組合員の負担となる。

公共下水道につなげる汚水管のルートを決める。 その後、 汚水管を新設する。

汚水を高低差だけで流すことは不可能のため、 汚水を押し出すためのポンプ場も複数必要。

新たに下水管を設置した場合、 古い下水管の撤去費用が組合員の負担となる。

汚水処理施設を更地にする撤去費は組合員の負担となる。

〇下水管の撤去等の組合員負担（全組合員で口数に応じて分割負担）

（裾野市佐野付近にある）

現在の汚水処理施設を使用しなくなるので、 東急電鉄へ土地の返却をする必要がある。

東急電鉄としては 「汚水処理施設を作るために貸してある土地」 なので、

汚水処理場として使用ないのであれば返却が必要。

その場合には、 建物を撤去して更地にして返却しなければならない。

土地の返却

【推定撤去費　3億円～ 5億円　　全口数 1218口　　一口あたり 25万円～ 41万円の負担】　

※新しい下水管を新設することに決まった場合のみ必要。 撤去費は予想がつきません。

この部分は裾野市は関係ありません。 東急電鉄との関係です。

令和 5年 4月 12日現在の情報です。

〇建物撤去費の組合員負担（全組合員で口数に応じて分割負担）

　　　　　　　　　　　

私たちは千福が丘の汚水処理の移管を知りたい！

では、 移管しない場合はどうなる？

千福が丘汚水処理施設の方にお話を伺いました。

問題点

利点

約築40年ですので、 建屋が老朽化してきています。 処理場内の交換可能の部品は新しいものと順次

交換しています。 汚水管も千福が丘内の区画を 10にわけ、 順次補修をおこなっています。

ただ、 床や柱、 汚水曹のコンクリートの腐食が見られます。 汚水処理場を稼働させながら、 修理補修して

行く必要がありますが、 これは高度な技術を用いて行う予定です。

その補修をしながら稼働させたとしても 20 ～ 30年後には新しい施設に建て替えが必要です。　

新しい施設は推定約12億円。 最新の汚水処理施設は同じ性能でもっと小さく建設できるため、

（ましてや 20 ～ 30年後はかなり汚水処理技術が進歩していることも十分に考えられます）

同じ敷地内に新しい処理施設を建設の可能性は十分にあります。

その場合、 東急電鉄に土地の返却をする必要がなくなります。

やはり、 一番の利点は組合員の高額な金額負担が20-30年間はないことです。

毎月の下水道料を支払っていれば、 安心して下水道を使用できるのです。

ただ、 問題点の部分にも記載していますが、 20-30年後には建て替えを自分たちでしなければなりません。

汚水処理施設管理組合も最大限の努力をして、 経費削減をしています。

『新しい汚水処理施設を建設する予備費』 を 20-30年で少しづつ増やしていき、

できるだけ組合員の負担を少なくする方向に努めていきたいと思っています。　

※新しい下水管を新設することに決まった場合のみ必要です。 撤去費用は予想できません。

方法 経年劣化（築約40年）による下水管と汚水処理施設の建物等を国の基準に合わせて、補修修繕する。

その補修 ・修繕費は組合員の負担となります。

汚水処理の業者に委託管理してもらう。 （市役所の職員には汚水処理施設の専門家はいない。）

施設の維持管理の基準は国の基準に合わせる必要があります。

現在の下水管および汚水処理施設の補修費は、組合員負担となります。

※ちなみに裾野市の汚水処理は静岡県の狩野川西部浄化センター （沼津市原） で行なっています。

委託となるため現在の管理費より、 高くなる可能性があります。

〇補修費の組合員負担 （口数に応じて分割負担）

〇下水処理費の値上げの可能性が高くなります。

※水質ではなく、 施設や建屋等

下水管そのもの基準です。

【推定金額 5億円～ 15億円　　全口数　1218 口　一口あたり 41万円～ 123万円】

A案現在の汚水処理場を市の施設として使う

ちなみに現在、 移管の 「する」 「しない」 は裾野市では全く決まっていません。

令和5 ～ 6年度に公共下水道区域からはずす(公共下水道につながない)かどうかのみ

検討します。 その際には、必ず住民説明会も実施いたします。 ご安心下さい。

私たちは千福が丘の汚水処理の移管を知りたい！

① 現状のまま。
② 現状のままだけれども、市から補助金などを支援してもらう。
③ 各家庭に合併浄化槽を設置する。
④ 数十件の小さなグループで集合合併浄化槽を設置する。

裾野市役所　水道部　上下水道工務課

※組合員とは千福が丘に土地をお持ちの方です。 大多数の方は一つの区画で一口になります。

大澤（一丁目在住）中嶋（二丁目在住）

現状
築約40年ですので、 汚水処理場の建屋が老朽化してきています。

処理場内の交換可能な機器類は新しいものと順次交換しています。

下水管は千福が丘内の区画を10にわけ、順次点検補修を行なっています。

千福ニュータウン団地施設管理組合の方にお話を伺いました。

B案 下水管を新たに新設し
裾野市の公共下水道につなげる

方法 現在使用している下水管を国の基準に合わせて、 修繕します。

もしくは新たに下水管を新設します。 この費用は修繕、 または新設する場合も市が負担します。

どちらかを選ぶかは、 市で決定します。 （費用が安い方法を選択。 住民には決定権はなし。）

下水道の受益者負担金を支払う必要があります。 （加入時1回のみ、 各家庭約5万円。）

また、 新たに下水管を新設すると決まった場合には、 使わなくなった下水管は住民側で

内部に充填物を詰めるなどの処分を行なう必要があります。 マンホールも処分する必要があり

ます。 そのまま放置することはできません。

汚水桝を自己負担で修繕する必要があります。

汚水処理施設を更地にする撤去費は組合員の負担となります。

〇古い下水管の処分費用の組合員負担（口数に応じて分割負担）

（裾野市佐野付近にある）

現在の汚水処理施設を使用しなくなるので、 東急電鉄へ土地の返却をする必要があります。

東急電鉄としては 「汚水処理施設を作るために貸してある土地」 なので、

汚水処理場として使用しないのであれば返却が必要です。

その場合には、 建物を撤去して更地にして返却しなければなりません。

土地の返却

【推定撤去費　3億円～ 5億円　　全口数 1,218 口　　一口あたり 25万円～41万円の負担】　

裾野市は関係ありません。 東急電鉄との関係です。

令和 5年 5月 10日現在の情報です。

〇建物撤去費の組合員負担（口数に応じて分割負担）

　　　　　　　　　　　〇下水道料金は、 使用量に応じて徴収されます。

の方にお話を伺いました！

千福が丘の汚水処理を裾野市に

移管するには 2つの方法があります。

千福が丘の汚水処理の方法は下記の方法もあります。
その他の方法もありそうですが、ここでは移管の A 案と B 案を説明します。

新たに下水管を設置した場合、 古い下水管の処分費用は組合員の負担となります。

〇各住宅内の汚水桝の補修費用を自己負担（約50万～80万円）
※平成 13 年以降に建てられた住宅では、 新しくする必要はありません。

問題点 汚水処理場の床や柱 ・汚水処理槽のコンクリートには劣化が見られます。

それらを補修をしながら稼働させたとしても 20 ～ 30年後には新しい施設への建て替えが

必要です。　新しい処理場の建設には推定約6億円かかります。

また、 そのために新規に土地を購入する必要があります。

新しい処理施設が完成したら、 処理場の跡地を東急電鉄に返却する必要があり、

土地を更地にする金額も負担する必要があります。

資金が不足している場合には組合員の負担となります。 （口数による分割負担）

20 ～ 30年後には新しい施設への建て替えが必要となります。

新しい施設が完成したら、 処理場の跡地を東急電鉄に返却する必要があります。

〇20 ～ 30年後、 建て替えの必要があります。

〇新しい処理場が完成したら、古い建物の撤去費用が発生。
【推定撤去費　3億円～ 5億円　】　

【推定建設費用　6億円　　新規に土地購入が必要で費用は不明です。】　

※新しい処理場は現在より最新のものになり、 土地や建物も半分以下の大きさになると予想されます。

上記の金額は毎月の 「汚水維持管理費」 から 『新しい汚水処理場の建設費用』 を 20 ～ 30年

かけて積み立てていく必要があります。

また、 積み立てた費用で建設費が不足している場合には、 組合員の分割負担となります。

〇施設管理費だけで下水道を使用でき、 20 ～ 30年間は
　高額負担がありません。

汚水処理場を移管しない場合

〇下水道の受益者負担金の個人負担 (約 5万円）
※所有敷地面積によります。

下水道の受益者負担金を各家庭で支払う必要があります。

各住宅内にある汚水桝を国の基準に合わせて、 新規に作り直す必要があります。

その費用は個人負担となります。 （平成 13年以降建てられた住宅はその必要はありません。）

話を聞いた人


